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意見提出者 個人 

 
１．項目 国際組織犯罪防止条約・サイバー犯罪条約及びこれらの締結に必要な法改

正・ウィルス作成罪 
２．既存の制

度・規制等

によってＩ

ＣＴ利活用

が阻害され

て い る 事

例・状況 

国際組織犯罪防止条約の締結には、共謀罪の創設が必要とされているが、

現状でも大規模テロなどについてはすでに殺人予備罪があるので共謀罪が

なくとも対応でき、その他、個別の立法事実があればそれに沿った形で個

別の犯罪についての予備罪の適否を論ずるべきであって、広範かつ一般的

な共謀罪を創設する立法事実はない。実行行為に直接つながる行為によっ

て、法益侵害の現実的危険性を引き起こしたからこそ処罰されるという我

が国の刑法学の根幹を揺るがすものである共謀罪は、決して導入されては

ならない。組織要件の厳密化にしても、今現在国会に提出されている修正

案のような、その目的や意思のみによる限定は客観性を全く欠き、やはり

恣意的な運用しか招きようのない危険なものである。このような危険な法

改正を必要とする国際組織犯罪防止条約は日本として締結するべきもので

はない。 
 
 サイバー犯罪条約は、通信記録や通信内容等の情報の保全・捜索・押収・

傍受等について広範かつ強力な手段を法執行機関に与えることを求めてい

るが、このような要請は、我が国の憲法に規定されている国民の基本的な

権利に対する致命的な侵害を招くものであり、この条約も日本として締結

するべきものではない。前国会に提出されていた法改正案中でも、差し押

さえるべき物がコンピューターである場合には、このコンピューターと接

続されているあらゆる記録媒体とそこに記録されている情報を差し押さえ

可能であるとされていたが、昨今のインターネットの状況を考えると、差

し押さえの範囲が過度に不明確になる懸念が強く、裁判所の許可無く捜査

機関が通信履歴の電磁的記録の保全要請をすることが出来るとしていた点

も、捜査機関による濫用の懸念が強く、このような刑事訴訟法の枠組みの

変更は、通信の秘密やプライバシー、正当な理由に基いて発せられ、且つ

捜索する場所及び押収する物を明示する令状がない限り、侵入、捜索及び

押収を受けることのない権利、といった我が国の憲法に規定されている国

民の基本的な権利に対する致命的な侵害を招くものと私は考える。 
 
 また、ウィルス作成等に関する罪についても、以前の法改正案の「人が

電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はそ

の意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」電磁的記録という

要件は、客観性のない人の意図を要件にしている点でやはり曖昧に過ぎ、

このような客観性のない曖昧な要件でウィルス作成等に関する刑罰が導入

されるべきではない。 
 
 留保・解釈を最大限に活用しても、憲法に規定されている国民の基本的

な権利に対する致命的な侵害を招くことになるだろう、これらの条約は、

日本として締結するべきものではないものである。前国会に提出されてい

た法案は廃案のままにするとともに、条約からの脱退を検討し、今後、ウ
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ィルス作成等に関する刑罰の導入を検討するのであれば、その要件が十分

に客観性のあるものとなるよう、慎重の上に慎重を期すべきである。 
３．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の根

拠 

国際組織犯罪防止条約（正式名称は、「国際的な組織犯罪の防止に関する

国際連合条約」） 
 サイバー犯罪条約（正式名称は、「サイバー犯罪に関する条約」） 
 刑法の改正検討 

４．ＩＣＴ利

活用を阻害

する制度・

規制等の見

直しの方向

性について

の提案 

・前国会に提出されていた、国際組織犯罪防止条約及びサイバー犯罪条約

の締結のための法改正案は廃案のままにすると閣議決定を行う。同時に、

条約からの脱退を検討する。 
・ウィルス作成等に関する刑罰の導入を検討するのであれば、その要件が

十分に客観性のあるものとなるよう、慎重の上に慎重を期す。 

 


